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平成２９年１１月２０日宣告 

同第５４０号 覚せい剤取締法違反，関税法違反被告事

件 

判     決 

主     文 

被告人３名をそれぞれ懲役１７年及び罰金６００万円に処する。 

      被告人Ａ及び同Ｂに対し，未決勾留日数中各５００日を，被告人Ｃに

対し，未決勾留日数中４６０日を，それぞれその懲役刑に算入する。 

      被告人３名においてその罰金を完納することができないときは，それ

ぞれ金１万円を１日に換算した期間，その被告人を労役場に留置する。 

      被告人３名から，福岡地方検察庁で保管中の覚せい剤１０９袋（同庁

平成２８年領第８４０号符号１，３，５，７，９，１１，１３，１５，

１７，１９，２３，２５，２７，２９，３１，３３，３５，３７，３

９，４１，４３，４７，４９，５１，５３，５５，５７，５９，６１，

６３，６５，６９，７１，７３，７５，７７，７９，８１，８３，８

５，８７，９１，９３，９５，９７，９９，１０１，１０３，１０５，

１０７，１０９，１１３，１１５，１１７，１１９，１２１，１２３，

１２５，１２７，１２９，１３１，１３５，１３７，１３９，１４１，

１４３，１４５，１４７，１４９，１５１，１５３，１５７，１５９，

１６１，１６３，１６５，１６７，１６９，１７１，１７３，１７５，

１７９，１８１，１８３，１８５，１８７，１８９，１９１，１９３，

１９５，１９７，２０１，２０３，２０５，２０７，２０８－１，２

０９，２１１，２１３，２１５，２１７，２１９，２４２ないし２４

８）及び漁船Ｘ丸１隻（同庁同年領第８３２号符号２８）を没収する。 

理     由 
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（罪となるべき事実） 

被告人Ａ，同Ｂ及び同Ｃは，分離前相被告人Ｄ及び同Ｅらと共謀の上，営利の目

的で，みだりに，覚せい剤を日本国内に輸入しようと考え，平成２８年２月６日，

東シナ海公海上において，国籍不明の船舶から，日本国外で積載された覚せい剤約

９９９０５．９３６グラム（福岡地方検察庁平成２８年領第８４０号符号１，３，

５，７，９，１１，１３，１５，１７，１９，２３，２５，２７，２９，３１，３

３，３５，３７，３９，４１，４３，４７，４９，５１，５３，５５，５７，５９，

６１，６３，６５，６９，７１，７３，７５，７７，７９，８１，８３，８５，８

７，９１，９３，９５，９７，９９，１０１，１０３，１０５，１０７，１０９，

１１３，１１５，１１７，１１９，１２１，１２３，１２５，１２７，１２９，１

３１，１３５，１３７，１３９，１４１，１４３，１４５，１４７，１４９，１５

１，１５３，１５７，１５９，１６１，１６３，１６５，１６７，１６９，１７１，

１７３，１７５，１７９，１８１，１８３，１８５，１８７，１８９，１９１，１

９３，１９５，１９７，２０１，２０３，２０５，２０７，２０８－１，２０９，

２１１，２１３，２１５，２１７，２１９，２４２ないし２４８はいずれもその鑑

定残量）を，被告人Ｂ及び同Ｃ両名が乗船する漁船Ｘ丸（同庁同年領第８３２号符

号２８）に積み替え，同月８日，徳之島南東の領海上において，同船に積載された

上記覚せい剤を，上記Ｅらが乗船する漁船Ｙ丸に積み替え，同日，同船を鹿児島県

大島郡徳之島町所在の山漁港岸壁東端付近に接岸させ，被告人Ａらが，同船に積載

された上記覚せい剤を陸揚げし，もって覚せい剤を日本国内に輸入するとともに，

関税法に規定する輸入してはならない貨物である覚せい剤を輸入した。 

（事実認定及び罪数判断の補足説明） 

第１ 争点 

 平成２９年８月２８日付け訴因変更請求書による訴因変更後の公訴事実（以下「本

件公訴事実」という。）の要旨は，「第１ 被告人３名は，Ｄ及びＥらと共謀の上，

営利の目的で，みだりに，覚せい剤を日本国内に輸入しようと考え，平成２８年２
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月６日，東シナ海公海上において，国籍不明の船舶から，日本国外で積載された覚

せい剤約９９９０５．９３６グラムを，被告人Ｂ及び同Ｃ両名が乗船する漁船Ｘ丸

に積み替え，同月８日，徳之島南東の領海上において，同船に積載された前記覚せ

い剤を，前記Ｅらの乗船する漁船Ｙ丸に積み替え，同日，同船を鹿児島県大島郡徳

之島町所在の山漁港岸壁東端付近に接岸させ，被告人Ａらが，同船に積載された前

記覚せい剤を陸揚げし，もって覚せい剤を日本国内に輸入するとともに，関税法に

規定する輸入してはならない貨物である覚せい剤を輸入し，第２ 被告人Ａは，前

記Ｄ及び前記Ｅらと共謀の上，営利の目的で，みだりに，平成２８年２月１０日，

鹿児島市城南町の鹿児島新港に停泊中のフェリー内に駐車中の自動車内において，

前記覚せい剤を所持し」たというものであるが，本件の争点は，①覚せい剤営利目

的輸入及び関税法違反の各罪に関し，被告人３名がいずれも正犯としての刑事責任

を負うと評価できるか，あるいは幇助犯の責任を負うにとどまるか，②被告人Ａに

つき，本件公訴事実第１の覚せい剤営利目的輸入罪とは別に本件公訴事実第２の覚

せい剤営利目的所持罪が成立するか否かの２点であり，以下それぞれ検討する。 

第２ 前提事実 

関係各証拠によれば，本件犯行の経緯等につき，当事者間に争いのない事実及び

証拠によって容易に認められる事実として，以下の事実が認められる。 

 分離前相被告人Ｄ（以下「Ｄ」という。）は，ａ組系暴力団の元幹部組員，分離前

相被告人Ｅ（以下「Ｅ」という。）は，ｂ組系暴力団の幹部組員，被告人Ａ及び同Ｃ

は，ｂ組系暴力団の組員（犯行当時），被告人Ｂは，ａ組系暴力団の元組員であり，

被告人Ａ，同Ｂ及び同Ｃは，いずれもＥを親分とする親分子分の関係にあった。 

Ｄは，知人であるｂ組系暴力団組長の指示を受け，相当量の覚せい剤を調達する

ために関係者への指示や連絡をしていたところ，Ｅとの間で，遅くとも平成２７年

１０月頃までには，Ｅが用意した船舶で覚せい剤を運搬し陸揚げする方法で覚せい

剤を密輸入する計画（以下，この密輸入を「本件密輸入」という。）が立てられた。

被告人Ａは，同年１１月にＥの指示で中国へ渡航し，Ｄから渡された覚せい剤の密



4 

 

輸入代金の一部である現金７００万円とＥから渡された海図を中国側の人物に渡し，

同年１２月にもＥの指示で中国へ渡航し，Ｅから渡された緯度や経度のような数字

が記載されたメモを中国側の人物に渡し，代わりに中国側の人物から聞いた日程を

Ｄらに伝えるなどし，こうした関わりの中で，覚せい剤を含む違法な薬物等の取引

に関わっているかもしれないと認識した。同月頃，被告人Ｂは，Ｅから，船に乗っ

て物を取ってくるよう指示され，一方，被告人Ｃも，ＥからＥの船を高知港から徳

之島まで運ぶよう指示され，両名ともＥが所有する漁船Ｘ丸（以下「漁船Ｘ丸」と

いう。）に乗船することとなった。その後，被告人Ｂ及び同Ｃは，Ｅから，洋上で荷

物を受け取ることのほか，万が一のときには受け取った荷物に重りをつけて海に沈

めるよう指示されたため，両被告人は，洋上で受け取るのが覚せい剤を含む違法な

薬物等であろうことを認識した。 

被告人Ｂ及び同Ｃは，平成２８年１月１５日，漁船Ｘ丸に乗船し，高知県所在の

高知港から宮崎県所在の油津港を経て，同月２８日頃，鹿児島県所在の枕崎港に入

港した。この間，被告人Ｂは，自らＥに依頼して洋上で必要となる衛星電話やＧＰ

Ｓのデータなどを入手し，被告人Ｃも，被告人Ｂと共に土嚢袋を準備したり，知人

を通じて，受け取った物を投棄する際の重りに使用するための砂利を入手するなど

した。被告人Ｂ及び同Ｃは，同年２月３日，被告人Ｂが漁船Ｘ丸を操船し，同港を

出港して東シナ海公海上の定められたポイントに向かい，同月６日，上記ポイント

において，国籍不明の相手船から複数の段ボール箱に入った覚せい剤（以下「本件

覚せい剤」という。）を受け取り，被告人Ｃが本件覚せい剤を段ボール箱から砂利入

りの土嚢袋１０袋（以下「本件土嚢袋」という。）に移し替えたが，その後，漁船Ｘ

丸の機関の故障により，鹿児島本土を目指すという当初の予定を変更して徳之島に

向かった。この間，被告人Ｃは，漁船Ｘ丸の船内において，上記行為のほか，Ｅと

衛星電話で連絡をとったり，船の機関の状態の確認や応急措置等を行ったりしてい

た。被告人Ｂ及び同Ｃは，同月８日，徳之島南東の領海上において，Ｅらが乗船す

る漁船Ｙ丸（以下「漁船Ｙ丸」という。）に本件覚せい剤を積み替えた。そして，Ｅ
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に命じられて徳之島に来ていた被告人Ａは，同日，Ｅの指示を受け，徳之島の山漁

港に接岸した漁船Ｙ丸からＥの軽トラックに本件覚せい剤を積み替えて陸揚げし，

さらに，これを上記軽トラックから軽自動車（以下「本件レンタカー」という。）に

積み替えた。なお，被告人Ｂは，徳之島到着後，自らの判断で，漁船Ｘ丸の船内に

放置されていたメモなどを廃棄し，ＧＰＳの航路データも消去した。 

被告人Ａは，同月９日，Ｅから指示を受け，本件土嚢袋に入った状態の本件覚せ

い剤を積んだ本件レンタカーを運転してフェリーに乗船し，鹿児島県所在の鹿児島

新港に向かった（なお，同港に到着するまでの間，本件レンタカーを停めた場所に

人が立ち入ることはできなかった。）が，同月１０日，鹿児島新港に停泊中のフェリ

ー内に駐車中の本件レンタカー内において本件覚せい剤を営利目的で所持したとし

て現行犯逮捕された。 

第３ 被告人３名がいずれも正犯としての刑事責任を負うと評価できるか，あるい

は幇助犯の責任を負うにとどまるか（争点①） 

１ 被告人Ａについて 

被告人Ａは，Ｅの指示で中国への渡航を重ね，その際に現金や洋上のポイントが

記載されたメモを中国側の人物に交付することなどを通じて，自身が覚せい剤を含

む違法な薬物等の取引に関与しているのではないかとの認識を持つに至り，その後，

本件密輸入を実行する段階では，本件覚せい剤の陸揚げという密輸入の核心部分の

行為を行い，さらに，本件レンタカーに本件覚せい剤を積み替えて，鹿児島新港ま

で運搬するという役割も担っている。このように，被告人Ａは，本件密輸入の計画

を具体化する段階から本件犯行に関与し，核心部分の行為等も行っているのであっ

て，本件密輸入において，自分たちの犯罪を犯したといえる程度に重要な役割を果

たしたものと認められる。 

以上によれば，被告人Ａは，幇助犯ではなく正犯としての刑事責任を負うものと

評価すべきである。 

 ２ 被告人Ｂ及び同Ｃについて 
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 被告人Ｂは，Ｅから当初洋上での荷物の受取を指示された時点で，自身が覚せい

剤を含む違法な薬物等の密輸入に関与することになるのではないかと認識し，その

後徐々にその認識を深めながらも，本件密輸入が発覚した場合に備えて，被告人Ｃ

と共に土嚢袋や砂利などを準備した上で，漁船Ｘ丸の操船を行うことで本件覚せい

剤を国籍不明船から受け取り運搬し，漁船Ｙ丸への積替えも行っている。一方，被

告人Ｃも，Ｅから洋上での荷物の受取を指示されて以降は，自身が覚せい剤を含む

違法な薬物等の密輸入に関与することになるのではないかと認識しながらも，被告

人Ｂと共に出港の準備をした上で，漁船Ｘ丸に乗船し，操船以外の船上での作業全

般を行い，本件覚せい剤の漁船Ｙ丸への積替えも行っている。被告人Ｂ及び同Ｃに

よる洋上での本件覚せい剤の受取・運搬等の行為がなければ，本件密輸入が完遂す

ることはなかったのであり，両被告人は，いずれも，自分たちの犯罪を犯したとい

える程度に重要な役割を果たしたものと認められる。 

 以上によれば，被告人Ｂ及び同Ｃは，いずれも幇助犯ではなく正犯としての刑事

責任を負うものと評価すべきである。 

 ３ これに対し，各弁護人は，被告人３名は，Ｅと絶対服従の関係にあり，その

指示を断ることができずにやむを得ず本件密輸入に関与しただけであり，果たした

役割も重要ではなかったなどとして，いずれも自分たちの犯罪として本件密輸入を

行ったものではないと主張している。確かに，被告人３名は，Ｅの指示に従って終

始行動していたものであるが，被告人Ａ及び同Ｃは，暴力団組員として活動する中

でＥと濃密な関係を保ち，被告人Ｂは，暴力団から脱退した後もＥとの関係を継続

する中で，いずれも報酬等の何らかの見返りをも期待しつつ，Ｅの子分として親分

であるＥと一体となって行動し，それぞれが与えられた役割を果たすことで本件密

輸入の犯行を実現させているのであって，各被告人が果たした役割も前述したよう

に重要であったと認められる。したがって，各弁護人の主張は理由がない。 

第４ 被告人Ａにつき，覚せい剤営利目的輸入罪とは別に覚せい剤営利目的所持罪

が成立するか否か（争点②） 
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 覚せい剤の密輸入者が密輸入した覚せい剤を所持する場合の両者の罪数関係につ

いては，その所持が輸入行為に伴う必然的結果として一時的になされるにすぎない

と認められるときは密輸入の罪に吸収されて所持の別罪を構成しないが，その所持

が輸入行為の必然的結果を離れて社会通念上別個独立の行為として評価し得る場合

には別罪を構成し，両者は併合罪の関係に立つと解すべきである。 

 そこで検討すると，本件覚せい剤はもともと鹿児島本土に陸揚げすることが計画

されており，徳之島に陸揚げすることになったのは，漁船Ｘ丸の機関の故障という

偶発的な事情によること，徳之島に陸揚げされて以降，本件覚せい剤は本件土嚢袋

に入れられた状態のままで所持の形態に実質的な変化がなかった上，徳之島から鹿

児島新港までのフェリー内では，本件覚せい剤を積んだ本件レンタカーは人の立入

りができない場所に停められており，鹿児島新港に到着するまでの間に本件覚せい

剤が拡散する現実的危険もなかったこと，本件覚せい剤は，鹿児島新港に停泊中の

フェリー内で押収されるに至っており，鹿児島新港に陸揚げすらされていないこと

などといった本件の事実関係のもとでは，徳之島から鹿児島までの距離が長距離で

あり，フェリーでの移動に２日間を要したことなど，検察官指摘の事情を踏まえて

も，本件覚せい剤の所持は輸入行為に伴う必然的結果として一時的になされたにす

ぎず，輸入行為の必然的結果を離れて社会通念上別個独立の行為であるとまでは評

価することができないので，本件覚せい剤営利目的所持罪は，本件覚せい剤営利目

的輸入罪に吸収されて別罪を構成しないと解すべきである。 

（量刑の理由） 

本件は，ｂ組系暴力団の組員（犯行当時）の被告人Ａ及び同Ｃ並びにａ組系暴力

団の元組員の被告人Ｂの３名が，ｂ組組員や暴力団関係者らと共謀の上，覚せい剤

約１００キログラムを船舶で日本国内に密輸入したという事案である。 

 まず，被告人３名に共通の犯情について見ると，本件は，複数の暴力団組員や暴

力団関係者らが，船舶や人員，資金などを準備した上で，暴力団組員や関係者らへ

の指示役，覚せい剤の運び役等といった役割を分担して敢行した極めて組織的・計
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画的な犯行であり，結果として覚せい剤が社会に流通することこそなかったものの，

密輸入された覚せい剤は膨大な量にのぼっている。社会に甚大な害悪を拡散させる

危険性を有する極めて悪質な犯行といえるし，暴力団組織が本件犯行によって得た

であろう利益も莫大である。 

 次に，被告人３名の個別の犯情について見ると，被告人Ａは，本件覚せい剤の密

輸入計画を具体化する段階から本件犯行に関与し，本件密輸入を実行する段階にお

いては，本件覚せい剤の陸揚げという密輸入の核心部分の行為を行ったほか，その

後の運搬も担うという重要な役割を果たしている。また，被告人Ｂ及び同Ｃは，漁

船Ｘ丸に乗船して，被告人Ｂが操船を，被告人Ｃが操船以外の作業全般をそれぞれ

担当し，互いに協力し合いながら，洋上での本件覚せい剤の受取・運搬という本件

密輸入を実行する上で欠かすことのできない重要な役割を果たしている。 

他方で，被告人３名は，いずれもＥの指示を受け，密輸入計画の全体像を知らさ

れないまま本件犯行に関与することになったもので，本件犯行における立場がいず

れも従属的なものにとどまる点は，非難の程度を低くする事情といえるが，既に述

べたように，被告人３名ともにＥとの親分子分の関係のもとで，Ｅから何がしかの

見返りないし報酬が得られることを期待して本件犯行に関与したものと考えられる

から，この点を量刑上有利に考慮するにはおのずと限度がある。 

以上によれば，本件の犯情は，１０キログラム以上の覚せい剤を日本国内に密輸

入した犯行に従属的立場で関与した事案の中では，相当に重い部類に位置するとい

える。その上で，被告人３名の犯情を比較すると，それぞれの役割自体は異なるも

のの，果たした役割の重要性について有意な差があるわけではなく，本件犯行に関

わることになった経緯や本件犯行における立場もおおむね似通ったものといえるか

ら，犯情の重さは基本的に同等とみるべきである。 

以上に加え，被告人Ａについては，事実を認めて反省していること，姉と内妻が

公判廷に出廷し，監督する旨証言していること，所属していた組から絶縁処分を受

け，今後暴力団に所属しないと誓っていること，姉の勤務先の法人の理事長が出所
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後の雇用を約束していること，被告人Ｂについては，事実を認めて反省しているこ

と，母と内妻が公判廷に出廷し，監督する旨証言していること，前科がないこと，

暴力団組員らとの絶縁を誓っていること，被告人Ｃについては，事実を認めて反省

していること，内妻が公判廷に出廷し，監督する旨証言していること，所属してい

た組から絶縁処分を受け，暴力団組員らとの絶縁を誓っていることなど，刑の調整

要素となる被告人３名に有利な一般情状を十分に考慮しても，事案の重大性に鑑み

ると，被告人３名をそれぞれ主文の各懲役刑に処することとなるのはやむを得ない。

また，営利目的で密輸入した本件覚せい剤が膨大な量であり，この種の犯罪が経済

的に見合わないものであることを示すため，主文の各罰金刑を併せて科すこととし

た。 

（検察官の求刑：被告人３名に対してそれぞれ懲役１８年及び罰金６００万円，主

文同旨の没収，被告人Ａの弁護人の科刑意見：懲役８年，被告人Ｃの弁護人の科刑

意見：懲役７年） 

  平成２９年１１月２２日 

    福岡地方裁判所第３刑事部 

         裁判長裁判官  足 立   勉 

            裁判官  太 田 寅 彦 

            裁判官  德 井 隆 一 


